
「令和７年９月 12日からの大雨に伴う災害（四日市市）」 

により自動車に被害を受けられた方へ 

                           令和７年 10月 

                           三 重 県 

 

本件災害が発生した日は令和７年９月 12日ですが、甚大な被害が発生していることや災害の 

特殊性、災害救助法の適用があること等を鑑み、「災害がやんだ日」と「災害を受けた日」を 

内閣府が公示する災害救助法適用終了日とします。 

 また、環境性能割の条件と手続きについて整理しました。 

 

【 自動車税種別割 】 
 

○自動車税種別割の一部を減免する制度があります。 

本件災害により損壊した自動車（以下「被災車両」という。）を復元するために要した費用（保険等による

補填を受ける金額は除く。）について、被災車両の代わりに同種同型の新車を購入することとした場合の購入

価格（※１）の５分の１を超えるときには、自動車税種別割の一部を減免する制度があります。 

○自動車税種別割の減免額は次のとおりです。 

令和７年度にかかる自動車税種別割の年税額の１２分の３を減免します。 

○減免についての条件は次のとおりです。 

１ 災害による被災車両で、かつ、当該車両を修理、復元していること。 

２ 修理、復元に要した費用が、保険等により補填を受ける金額を除いて、被災車両の代わりに同種同型の

新車を購入することとした場合の購入価格（※１）の５分の１を超えること。 

  ＊【計算式】 

  「復元に要した費用」－「保険等で補填を受ける金額」＞「同種同型の新車購入価格（※１）の１／５」 

○減免の手続きは概ね次のとおりです。 

１ 災害がやんだ日（災害救助法の適用終了日）から２か月以内に申請書を提出していただく必要がありま

す。 

２ 「災害による減免申請書」に必要書類を添付して、四日市県税事務所又は自動車税事務所に申請してく

ださい。 

３ 申請者と納税義務者（４月１日現在の所有者等）が異なる場合は、納税義務者に還付されます。申請者

に還付希望の場合は、申請時に委任状の提出が必要です。 

○減免申請に必要な書類は次のとおりです。 

１ 災害による減免申請書（自動車税種別割） 

２ 自動車が災害を受けたことを証する官公署発行の証明書（被災車両のナンバーが記載された被災届出証

明書又はそれに類する証明書） 

ただし、証明書がない場合はナンバー及び被災状況のわかる写真等の添付が必要です。 

３ 被災車両が修理、復元されていることを確認できる書類（修理内容の明細がわかる領収書等） 

○調査について 

減免申請受理後、申請内容について、自動車税事務所が必要に応じて調査を行う場合があります。 

●（※１）購入価格とは 

市場における実勢価格や販売価格ではありませんので、自動車税事務所又は四日市県税事務所にお問い合

わせください。 

 

 



【 自動車税（軽自動車税）環境性能割 】 
 

○自動車税（軽自動車税）環境性能割の一部を減免する制度があります。 

 本件災害により減失または損壊（修理不可能なものに限る。以下「被災車両」という。）した自動車に代

わって取得した自動車（以下「代替車」という。）の自動車税（軽自動車税）環境性能割について、代替車

の環境性能割の一部を減免する制度です。 

○自動車税（軽自動車税）環境性能割の減免額は次のとおりです。 

 被災車両の災害時の価格【災害を受けた時点における自動車税（軽自動車税）環境性能割課税標準額（50

万円超に限る）】（※２）に税率（自家用の登録車０～３％、営業用の登録車及び軽自動車０～２％）を乗

じた額を代替車の環境性能割から減免します。 

○減免についての条件は次のとおりです。 

  １ 災害を受けた自動車は減失しているか、修理不可能な損壊状態であること。 

 ２ 災害を受けた日（災害救助法の適用終了日）から３か月以内に代替車の登録と被災車両の抹消登録（道 

路運送車両法第 15条に規定する永久抹消に限る。）がなされていること。（代替車の登録と被災車両の

抹消登録の順序は問わない。） 

 ３ 自動車が災害により被害を受けたことが官公署により証明されていること、又は写真等により被災車 

両のナンバー及び被災状況が特定できること。 

○減免に必要な手続きは次のとおりです。 

 １ 災害を受けた日（災害救助法の適用終了日）から３か月以内に代替車の登録と被災車両の抹消登録（道 

路運送車両法第 15条に規定する永久抹消に限る。）をしてください。代替車の登録と被災車両の抹 

消登録の順序は問いません。 

なお、登録手続きについては三重運輸支局にお問い合わせください。 

２ 「災害による減免申請書」に必要書類を添付して、災害を受けた日（災害救助法の適用終了日）から 

３か月以内に四日市県税事務所又は自動車税事務所に申請してください。 

  ３ 自動車税事務所で減免が認められると、代替車の環境性能割の一部が、被災車両の災害時の価格（※ 

２）に応じて減免され、減免額が発生した場合に還付されます。納税義務者と異なる方に還付希望の 

場合は、申請時に委任状の提出が必要です。 

○減免申請に必要な書類は次のとおりです。 

 １ 災害による減免申請書（自動車税（軽自動車税）環境性能割） 

 ２ 自動車が災害を受けたことを証する官公署発行の証明書（被災車両のナンバーが記載された被災届出証 

明書又はそれに類する証明書） 

   ただし、証明書がない場合は、ナンバー及び被災状況のわかる写真等 

 ３ 被災車両が抹消登録されていることを証する登録事項等証明書等（写しでも可能） 

 ４ 代替車の自動車検査証（写しでも可能） 

○調査について 

 減免申請受理後、申請内容について、自動車税事務所が必要に応じて調査を行う場合があります。 

●（※２）被災車両の災害時の価格とは 

市場における実勢価格や下取価格ではありませんので、自動車税事務所又は四日市県税事務所にお問い合

わせください。 

【お問い合わせ先】 

県税事務所  管轄区域 電話番号 

四日市県税事務所 四日市市、三重郡 059-352-0572、0575 

自動車税事務所 
県内全域（自動車税種別割及び自動 

車税（軽自動車税）環境性能割のみ） 
059-253-8057 


